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ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

■当事業所は、特別養護老人ホーム第２シルバーコースト甲子園に併設しています。
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　１２．契約の終了について　

　１３．苦情の受付について Ｐ．８

　１４．損害賠償について　
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１．施設（事業者）経営法人

２．事業所の概要

（１）ご利用事業

　予防専門型通所サービス事業・指定居宅サービス事業

　指定地域密着型介護予防サービス事業・指定地域密着型サービス事業

　第２シルバーコースト甲子園デイサービスセンター

　兵庫県西宮市枝川町１７－５５

　（電話）０７９８－４３－０８０１（FAX）０７９８－４３－９１５０

　阪神甲子園駅から徒歩２０分、バス１０分（浜甲子園バス停下車、徒歩５分）

　日曜日・年末年始（１２/３１～１/３）を除く毎日

（２）建物の構造等

（３）事業所の主な設備

一般型 認知症対応型 併用

食堂及び機能訓練室 　一人あたりの面積 8.27㎡ 9.56㎡

静養スペース 　ベッド２台設置 ○

相談室・事務室 　各１室 ○

○

　手すり、個別浴槽設置 ○

洗面所 　手すり等設置 ○ ○

便所 　手すり、ブザー、車いす対応便所他 ○

個別浴室・脱衣室

３，８３５．１４㎡ 鉄筋コンクリート造　　地上５階 ６，４４９．５８㎡

種類 内容

一般浴室・脱衣室 　手すり、水中エレベーター設置

通常の事業（送
迎）の実施地域

西宮市の南東部、国道2号線より南、今津西線より東側を通常の実施地域とし、
当該地域を超える場合は相談により検討するものとする。

主 要 交 通 機 関

営 業 日 及 び 時 間

敷地面積 建物の構造 建物の延べ床面積

管 理 者 氏 名 　森　真哉

利 用 定 員 ２０人 １０人

開 設 年 月 　平成２７年　７月１５日 　平成２７年　７月　１日

一般型 認知症対応型

介護保険事業所番号 ２８７０９０６７２０号 ２８９０９００２３２号

施 設 長 　森　真哉

設 立 年 月 日 昭和６２年 ３月２７日

事 業 の 種 類

事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

電話番号・FAX番号

法 人 所 在 地 兵庫県たつの市誉田町福田７８０－３

代 表 者 氏 名 理 事 長 西 川 光 明

電 話 番 号 ０７９１－６３－３０５３

法 人 の 名 称 社会福祉法人 円勝会
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（４）その他の事業

利用定員 利用定員

１２０ 短期入所生活介護（介護予防含む） １０

―

３．事業の目的と運営方針

（１）事業の目的

　要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、自立した

日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るこ

とを目的とします。

（２）運営方針

　①利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助、機能訓練、その他必要なサービス

　　を利用者の希望に添って提供し、利用者が相互に社会的環境を築き、自立的な生活を

    営むことができるよう支援します。

　②利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの

　　提供に努めます。認知症の状態にある利用者に対しては、必要に応じその特性に合わ

　　せたサービスの提供に努めます。

　③地域や家族との結びつきを重視し、保険者、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者

　　地域包括、その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。

４．職員体制

（１）職種・職務内容等（一般型・認知症対応型）

一般型 認知型

常勤換算数 常勤換算数

　介護福祉士・介護支援専門員等の有資格者により

　利用者及び家族等からの日常生活上の相談に応じ

　適宜生活支援を行います。

　介護福祉士等の有資格者を含む介護職員により

　利用者の自立支援を目指し、利用中の生活全般の

　支援を行います。

　看護職員により、利用者の利用中における健康管理・

　作業療法士・看護師等の有資格者が中心となり

　利用者が日常生活を営むために必要な機能の回復と

　その減退を防止する訓練を行います。

看護職員
１．３
以上

１以上

　療養上の支援を行うと共に保険衛生業務に従事します。

機能訓練指導員
１．２
以上

生活相談員
１．２
以上

１．２
以上

介護職員
２．５
以上

２
以上

職　　種 資格及び職務内容

管理者 １ １ 　職員の管理及び施設の運営管理を一元的に行います。

事業名 事業名

ユニット型特別養護老人ホーム

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（連携型）
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５．利用申込み受付からサービス提供の手順

（１）利用申込み

　生活相談員が、利用申込みの受付を行います。

受付日

受付時間

連絡先 　（電話）０７９８－４３－０８１０　（FAX）０７９８－４３－９１５０

（２）居宅にて面談

　生活相談員が原則として居宅を訪問し、重要事項の説明並びに指定（予防専門型）通所介護

サービス及び指定（介護予防）認知症対応型通所介護サービスの提供に必要な調査を行います。

（３）契約締結からサービス提供について

　利用者に提供するサービス内容、提供方針については、居宅介護支援事業所等が作成する

「予防専門型通所サービス計画・居宅サービス計画」に沿って行い、具体的な内容について

は下記の手順で「通所介護計画」に定めます。

　生活相談員が、居宅介護支援事業所等が作成する「介護予防サービス計画・居宅

　「予防専門型通所サービス計画・通所介護計画」の原案について、利用者及び

　家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定し、サービスを開始します。

　「予防専門型通所サービス計画・居宅サービス計画」が変更された場合、もしくは

　変更の必要性が生じた場合は、「通所介護計画」の変更を行います。

　変更後は、初回と同様に、説明・同意を得てサービスを開始します。

（４）介護予防サービス計画・居宅サービス計画が作成されていない場合

　①要介護認定を受けている場合

　　○要介護認定に応じて、高齢者あんしん窓口・居宅介護支援事業所の紹介等必要な

　　　支援をします。

　　○サービスの提供については、暫定の計画に沿って提供します。

　　○介護保険サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます。

　　○介護保険から払い戻し（償還払い）の申請を行なうために必要となる事項を記載

　　　した「サービス提供証明書」を交付します。

　②要介護認定を受けていない場合

　　○要介護認定の申請に必要な支援を行います。

　　○サービスの提供については、暫定の計画に沿って提供します。

　　○介護保険サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます。

　　○要介護認定を受けた後、介護保険から払い戻し（償還払い）の申請を行うために

　　　必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

　日曜日・年末年始（１２/３１～１/３）を除く毎日

　８：４５～１７：１５

　サービス計画」の内容を踏まえ、「予防専門型通所サービス計画・通所介護計画」の
　原案の作成を行います。
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６．事業所が提供するサービス内容と利用者負担について

（１）介護保険の給付対象となるサービス

　利用者負担として、要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険の給付額を除いた負担額

（介護保険負担割合証に記載された割合）をお支払い下さい。※別表「サービス利用料金表」参照

（食事時間）　昼食　１２：００～　　間食　１５：００～

　利用者一人ひとりの身体状態に応じて常食・きざみ食・ミキサー食

　等の対応を行い、行事食や四季の香りのする食事を提供します。

　機械浴槽を使用して入浴することができます。

　利用者の身体能力を最大限活用し、排せつの自立を支援します。

　定例行事やレクリエーション・サークル活動を行います。

　利用者及び家族等から、利用者の生活全般に関することに（相談・要望

　苦情等、介護保険関係について）応じ、必要な助言及び援助を行います。

（受付時間）８：４５～１７：１５　（担当者）生活相談員　

（電話）０７９８－４３－０８０１　（FAX）０７９８－４３－９１５０　

　看護職員を中心に、利用中の健康管理に努めます。

　機能訓練指導員等により、利用者の心身等の状況に応じて日常生活を

　営むために必要な機能の回復またはその減退を防止する訓練を実施

　します。

○一般型

　介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合を５０％以上配置します。

　機能訓練指導員が他職種と共同して、個別機能訓練計画の作成を行い

　機能訓練を計画的に実施します。（予防専門型を除く）

　心身の状況に応じた入浴介助を行います。（予防専門型を除く）

　介護職員の資質向上、雇用管理の改善、労働環境の改善等に取組みます。

　若年性認知症利用者毎に個別の担当者を定めます。

○認知症対応型

　機能訓練指導員を１２０分以上配置し、他職種と共同して、個別機能

　訓練計画の作成を行い、機能訓練を計画的に実施します。

　心身の状況に応じた入浴介助を行います。

　介護職員の資質向上、雇用管理の改善、労働環境の改善等に取組みます。

　若年性認知症利用者毎に個別の担当者を定めます。

　☆上記以外の加算要件を充実することにより、厚生労働省の定める基準に従い、加算料金を

ご負担していただく場合があります。このような場合には事前にご通知いたします。

また、上記の加算要件を満たさなくなった場合は算定は行ないません。

（２）介護保険の給付対象とならないサービス

介護職員処遇改善（Ⅰ）

（個別加算サービス）

若年性認知症入所者受入

介護職員処遇改善（Ⅰ）

（個別加算サービス）

若年性認知症入所者受入

（体制加算サービス）

個別機能訓練

入浴サービス

看護・健康管理

機能訓練

（体制加算サービス）

サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ）

個別機能訓練加算（Ⅰ）

入浴サービス

食　事

入 浴

排　泄

定例行事その他

生活相談等

（健康面での支援）

サービスの種類 サービスの概要

（利用中の支援）
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　利用者負担は、サービス費の全額となります。　※別紙「サービス料金表」参照

　理美容師による理美容サービスがご利用できます。

　（調髪、顔剃：月２回）

　利用者の希望により参加出来ます。※利用料金は材料費のみ

　サービス提供についての記録その他の複写物を交付します。

　緊急時の移送サービスを行います。（負担なし）

　ただし、協力医療機関以外の長距離等、特別な移送は対象としません。

　介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合の費用。

７．利用料金等のお支払いについて

　①利用料金等は、月締めで計算し請求いたしますので、下記の方法でお支払ください。

　　　○郵便局の口座からの引き落とし（毎月２０日）

　②利用料金、お支払いについてご不明な点やご相談は、１階事務室または電話にて受付けます。

　　（受付時間）８：４５～１７：１５　（電話）０７９８-４３-０８０１

８．サービス利用中の医療の提供について

　利用中に医療を必要とする場合は、利用者の希望により下記協力医療機関にて診療や治療

を受けることができます。ただし、優先的な診療・入院治療を保障するものではありません。

また、義務付けるものでもありません。

○協力医療機関

　西宮協立脳神経外科病院　　　　　 西宮市今津山中町１１－１

　谷向病院　　　　　　　　　 西宮市今津水波町６－３０

　消化器内科・呼吸器科・内科・皮膚科・大腸肛門外科等

　西宮渡辺病院　　　　　 西宮市室川町１０－２２

　外科・内科・消化器外科・整形外科・メンタルヘルス科等

９．サービス提供における事業者の義務

　事業所が、利用者に対してサービスを提供するにあたっては、次のことを守ります。

　①勤務体制の確保

　　利用者の生命、身体、財産の安全に配慮し、健康状態により医師又は看護職員と連携し

　　適切なサービスを提供できる勤務体制を定めます。

　②介護サービスの評価

　　提供するサービスの質について評価を行い、その改善を図ると同時に、職員の資質向上

　　のために研修の機会を確保します。

　③非常災害対策

診 療 科 目 　脳神経外科・外科・整形外科・内科・形成外科・リハビリテーション科・リウマチ内科

医院名・所在地

診 療 科 目

医院名・所在地

診 療 科 目

理髪・美容

サークル活動等

複写物の交付

医療機関等への
移送

その他

医院名・所在地

サービスの種類 サービスの概要

食事の提供 　一食ずつ単価を定めています。キャンセルは前日までにお申し出ください。
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　　防火管理者等の責任者を定め、非常災害に関する具体的な計画を策定するとともに、

　　運営規定に基づき定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。

　④衛生管理

　　感染症及び食中毒の発生又はまん延防止のため、各マニュアルを整備し、衛生上必要な

　　措置を講じます。

　⑤身体拘束の制限

　　利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。

　　ただし、利用者本人又は他利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない

　　場合には、適正な手続により身体等を拘束する場合があります。

　⑥秘密保持（守秘義務）

　　職員及び職員であった者は、業務上知り得た利用者及び家族等に関する事項を、正当な

　　理由なく第三者に漏らしません。ただし、利用者に医療上の必要がある場合には、医療

　　機関等に利用者の心身の情報を提供します。その場合は事前に同意を得て行います。

　⑦緊急時及び事故発生時の対応について

　　利用者の身体の急変時には、速やかに看護師及びそれぞれの主治医に連絡し、指示を

　　仰ぎます。事故が発生した場合は迅速に適切な処置を行い、家族等に速やかに状況を

　　報告し、事故の状況に応じ、第三者委員、保険者等にも連絡を行い事故防止に必要な

　　措置を講じます。

　⑧サービス提供に関する記録

　　サービス提供記録は２年間保管し、利用者等の請求に応じ閲覧、複写物の交付をします。

１０．サービス利用時の留意事項

　当事業所のご利用にあたって、下記の事項をお守りください。

（１）所持品について

　　貴重品の管理は行っておりませんので、自己管理の範囲でお願いします。

（２）食事について

　　キャンセル等、食事が不要な場合は出来る限り、前日までにお申し出下さい。

　当日のキャンセルは、食事代を負担頂く場合があります。

（３）施設・設備等の使用上の注意（現状回復義務）

　　共用設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。故意又は重大な過失により

　施設設備を壊したり、汚したりした場合には、原状に復する相当の代価をお支払いいただ

　きます。利用者の心身の状況等により施設・設備等の使用に特段の配慮が必要な場合は

　利用者及び家族等と施設の協議で、利用方法を決定するものとします。

（４）禁止行為

　施設敷地内では喫煙できません。他利用者等に迷惑を及ぼすような、宗教

　政治、営利活動の禁止、ペット、危険物等、適性・安全性を欠く物の持ち込みはできません。

（５）利用の制限

　感染症を有し、他の利用者に重大な影響を与えるおそれがあるような場合には、治癒する

　まで利用をお断りする場合があります。
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１１．サービス利用のキャンセル、変更等について

　○利用予定日の前に、利用者の都合によりサービスの利用を中止又は変更、追加すること

　　が出来ます。この場合、利用予定日の前日午後５時までに事業者に申し出て下さい。

　　ただし、利用人数の関係でご希望に沿えない場合は、他の利用日を提示して協議すると

　　ともに、居宅介護支援事業所とも連携を図ります。

　○サービス利用のキャンセルは、利用予定日の前々日の午後５時までにお申し出ください。

　○前日又は当日のお申し出の場合は、下記のキャンセル料をお支払い頂く場合があります。

　　ただし、体調不良等正当な事由がある場合にはこの限りではありません。

介護保険給付の対象となるサービス

利用予定日の前々日の午後５時まで 無　料

利用予定日の前日 当日の利用料金（自己負担額）の５０％

申し出がなかった場合 当日の利用料金（自己負担額）の全額

１２．契約の終了について（契約の終了について契約書第１５条から第１９条参照）

（１）以下の事由がない限り、要介護認定期間中は契約が更新され以後も同様となります。

　①利用者が死亡した場合。

　②要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合。

　③事業者が解散したり破産した場合、又はやむを得ない事由により閉鎖した場合。

　④事業者の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合。

　⑤事業者が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。

　⑥利用者から中途解約・契約解除の申し出があった場合。

　　◆中途解約・契約解除を希望する日の７日前にまでに届出が必要です。ただし、下記の

　　　場合には、即時に契約を解約・解除することができます。

　　ア、介護保険給付対象・対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。

　　イ、利用者が入院した場合。

　　ウ、事業者が正当な理由なく契約に定めるサービスを実施しない場合。

　　エ、事業者が守秘義務に違反した場合。

　　オ、事業者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい

　　　　不信行為、その他契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。

　　カ、他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合、もしくは傷つける

　　　　具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。

　⑦事業者から契約解除の申し出を行った場合。

　　◆下記に該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除させていただく事があります。

　　ア、利用者が、契約締結時に心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げ

　　　　ず又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。

　　イ、利用者によるサービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、催告にも係らず支払

　　　　われない場合。

　　ウ、利用者が、故意又は重大な過失により施設もしくは他の利用者等の財物・信用等

　　　　を傷つけることによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。

　　エ、利用者の行動が他利用者等の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼす恐れがあった

　　　　り、重大な自傷行為を繰り返すなど、契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合。

申し出日
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１３．苦情の受付について

　提供したサービス等に関する利用者及び家族等からの苦情については、苦情受付窓口を設置し

迅速かつ適切に対応します。また、第三者委員、保険者又は国民健康保険団体連合会から指導や

助言を受けた時は必要な改善を行います。苦情やご相談は以下の窓口で受付けます。

（１）苦情受付窓口担当者

　 課長　　　長江　哲男

　（受付時間）８：４５～１７：１５　（電話）０７９８－４３－０８０１

（２）第三者委員

　評議員　　　中村　輝美

　（電話）０７９８－４９-５７８８

（３）苦情解決責任者 　

　施設長　 森　真哉　

　（電話）０７９８－４３－０８０１

（４）行政機関苦情受付窓口一覧表

　国民健康保険団体連合会　神戸市中央区三宮町１丁目９番１－１８０１号

　（電話）０７８ー３３２－５６１７（FAX）０７８ー３３２－５６５０

　９:００～１７:１５　月～金 (１２/２９～１/３をのぞく)

　西宮市健康福祉局福祉総括室法人指導課　　西宮市六湛寺町１０番３号

　（電話）０７９８ー３５－３４２３（FAX）０７９８ー３４－５４６５

　９:００～１７:１５　月～金 (１２/２９～１/３をのぞく)

（５）その他

保険者

芦屋市 　高齢福祉課介護保険担当 　芦屋市精道町７－６ ０７９７－３８－２０２４

尼崎市 　介護保険課 ０６－６４８９－６３４３

１４．損害賠償について（契約書第１２条、第１３条参照）

　当事業所において、事業者の責任により契約者に生じた損害については、損害賠償保険

加入により、速やかにその損害を賠償いたします。ただし、その損害の発生について、

利用者側に故意又は過失が認められる場合は、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して

相当と認められる時には、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。

１５．第三者による評価の実施状況

実施日

評価機関名

結果の開示□あり　　■なし

受 付 時 間

担当 住所 電話番号

　尼崎市東七松町１丁目２３－１

第三者による評価の実施状況

連 絡 先

窓 口 ・ 所 在 地

連 絡 先

受 付 時 間

窓 口 ・ 所 在 地

連 絡 先

職 名 ・ 氏 名

受付時間・連絡先

職 名 ・ 氏 名

連 絡 先

職 名 ・ 氏 名
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１６．重要事項の変更

　介護給付費体系に変更があった場合及び介護保険適用外サービスの利用料金、重要事項説明書

の内容に変更が生じる場合は、事前に文書で通知し、同意書への利用者及び家族等の署名等によ

り同意確認を行い、変更部分の再交付をします。

１７．個人情報保護について

　当施設では、利用者様に安心してサービスを受けていただけるよう、安全なサービスをご

提供させていただくとともに、入居者様の個人情報の取り扱いについても万全の体制で取り組

んでいます。

（１）個人情報の利用目的について

　当施設では、利用者様の個人情報を（３）「個人情報の利用目的」にしたがって、利用さ

せていただくことがございます。これらの目的以外で利用させていただく必要が生じた場合

には、改めて利用者様から同意をいただくことにしております。

（２）個人情報の開示・訂正・利用停止等について

　当施設では、利用者様の個人情報の開示・訂正・利用停止等につきましては「個人情報の保

護に関する法律」の規定にしたがって取り扱います。

（３）「個人情報利用目的」

　当施設では、入居者様の個人情報については下記の目的に利用し、必要な範囲を超えて個人

情報を取り扱う事はいたしません。

【利用者様への介護サービスの提供に必要な利用目的】

1　当施設内部での利用目的

　　・当施設が入居者様に提供する介護サービス

　　・介護保険事務　

　　・介護サービスの利用に係る当施設の管理運営業務のうち次のもの

　　　－入退所等の管理

　　　－会計・経理

　　　－事故等の報告

　　　－当該入居者様の介護・看護サービスの向上

2　他の介護事業者等への情報提供等の利用目的

   ・当施設が利用者様に提供する介護サービスのうち次のもの

　　　－利用者様に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者

　　　　等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答

　　　－その他業務の委託

　　　－ご家族等への心身の状況説明

9



　・介護保険事務のうち

　　　－保険事務の委託

　　　　等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答

　　　－審査支払機関へのレセプトの提出

　　　　　－審査支払機関又は保険者からの照会への回答

　・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

【上記以外の利用目的】

1　当施設の管理運営業務のうち次のもの

　・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

　・当施設等において行われる学生の実習への協力及び事例研究

　・外部監査機関への情報提供
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